
小野町社会体育施設 料金表 

令和 8年 10月 1日～ 

（１）小野町Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料（１時間当たり） 

対象 施設名 区分 町民の使用料 
町民以外の 

使用料 

営利を目的とする

場合の使用料 

団体 

アリーナ 
中学生以下 310円 470円 930円 

一般・高校生 620円 930円 1,860円 

トレーニング 

ルーム 

中学生以下 150円 230円 450円 

一般・高校生 310円 470円 930円 

ミーティング 

ルーム 
 100円 150円 300円 

個人 

アリーナ 
高校生以下 50円 80円 

 一般 100円 150円 

トレーニング 

ルーム 

高校生以下 50円 80円 

一般 100円 150円 

備考 団体においてアリーナの半面を使用する場合は、使用料の２分の１の額とし 

１０円未満を切り上げた額とする。 

 

（２）小野町Ｂ＆Ｇ海洋センター プール使用料（１回当たり） 

対象 区分 
町民の 

使用料 

町民以外の 

使用料 
１回の利用時間区分 

個人 

幼児 60円 90円 午前の部 午前９時から正午まで 

午後の部 午後１時から午後５時まで 

夜間の部 午後５時３０分から午後８時まで 

小・中学生 120円 180円 

一般・高校生 240円 360円 

 

（３）小野町町民体育館使用料（１時間当たり） 

対象 施設名 区分 
町民の 

使用料 

町民以外の 

使用料 

営利を目的とする

場合の使用料 

団体 

アリーナ 
中学生以下 380円 570円 1,140円 

一般・高校生 760円 1,140円 2,280円 

ミーティング 

ルーム 
 100円 150円 300円 

役員室  100円 150円 300円 

個人 アリーナ 
高校生以下 50円 80円  

一般 100円 150円 

備考  

1 団体においてアリーナの半面を使用する場合は、使用料の２分の１の額とし１０

円未満を切り上げた額とする。 

2 アリーナの使用料は、ランニングコースを含む。 



（４）小野町町民体育館付属設備使用料 

対象 付属設備名 区分 町民の使用料 
町民以外

の使用料 

営利を目的とする

場合の使用料 

団体 放送設備 １日当たり 300円 450円 900円 

個人 温水シャワー １回当たり 150円 230円  

 

（５）多目的グラウンド使用料（１時間当たり） 

対象 使用範囲等 区分 町民の使用料 
町民以外の

使用料 

営利を目的とする

場合の使用料 

団体 

全面 
中学生以下 300円 450円 900円 

一般・高校生 600円 900円 1,800円 

半面 
中学生以下 180円 270円 540円 

一般・高校生 300円 450円 900円 

放送設備 

（１日） 

 

300円 450円 900円 

 

（６）多目的グラウンド夜間照明施設使用料（１時間当たり） 

対象 使用区分 町民の使用料 町民以外の使用料 
営利を目的とする

場合の使用料 

団体 
10基点灯（150灯） 5,000円 7,500円 15,000円 

5基点灯（75灯） 2,750円 4,130円 8,250円 

 

（７）多目的運動施設使用料（１時間当たり） 

対象 区分 町民の使用料 町民以外の使用料 
営利を目的とする

場合の使用料 

団体 
中学生以下 300円 450円 900円 

一般・高校生 600円 900円 1,800円 

個人 
中学生以下 50円 80円  
一般・高校生 100円 150円 

 

（８）野球場使用料（１時間当たり） 

対象 区分 町民の使用料 町民以外の使用料 

団体 
中学生以下 360円 540円 

一般・高校生 600円 900円 

 

（９）屋外ゲートボール場使用料（１時間当たり） 

対象 使用区分 町民の使用料 町民以外の使用料 

団体 1コート 120円 180円 

 



（１０）社会体育施設備品使用料（１日当たり） 

備品名 区分 町民の使用料 
町民以外の

使用料 

営利を目的とする

場合の使用料 

テント １張 500円 750円 1,500円 

会議用机 １台 100円 150円 300円 

椅子 １脚 30円 50円 90円 

放送設備 １式 300円 450円 900円 


